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 講師：茨城県保健医療部生活衛生課

飼い犬のフンの始末は飼い主の最低限のマナーです！
「他人に迷惑をかけない」ということを考え、飼い主の皆さんは
次のことを守りましょう！

飼い犬のフンは
飼い主が責任を持って
始末しましょう！

つくばみらい市役所生活環境課 TEL:0297-58-2111

道路、玄関先、公園など、犬のフンで迷惑を受けている人がいます。

他人の犬のフンを始末することは不愉快なものです。

飼い犬のフンは飼い主が責任を持って始末してください。

・飼い犬を散歩させるときは、必ずフンをとる用具とエチケット袋を持参しましょ

う。

・散歩中に飼い犬がしたフンは、必ず飼い主がその場で拾い、自宅に持ち帰りま

しょう。

・散歩をする際は、リードをつけましょう。


